
世田谷区養育費強制執行等助成事業
よくあるご質問（FAQ）

令和8年4月1日時点の情報で作成しています。
今後の状況により、内容が変更となる場合があります



よくあるご質問

令和6年3月31日に強制執行の申立てが
決定した場合は、助成対象？

助成対象外です。
本事業は、令和７年４月１日以後に行った強制執行
申立て等に係る費用のうち、同日以降に支払った費
用を対象としています。

世田谷区内で、同一の子を対象として
2度目の申請は可能？

申請できません。
別内容（2回目の強制執行申立て）であっても、同
一の子に対しては、世田谷区の助成金は1度きりの
申請です。

法テラスの立替金の償還が免除となった場
合は対象となる？

助成対象外です。
対象経費に関わらず、本助成金と免除を併用するこ
とは出来ません。

子どもが区外にいる場合でも助成対象？

助成対象です。
ただし、申請時に本事業の対象要件のひとつである
「子を現に扶養していること」の確認をさせていた
だきます。
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よくあるご質問

所得制限はあるか？

所得制限はありません。

令和７年３月３1日以前に財産開示手続きや第三者
からの情報取得手続きの申立てをし、４月に入って
から強制執行申立てを行った場合、すべての手続が
助成の対象となる？

■令和７年３月３１日以前の財産開示手続や第三者からの
情報取得手続
→助成対象外

■令和７年４月以後の強制執行申立て
→令和７年４月１日以後に支払った助成対象経費のみ対象

強制執行のために必要な財産開示手続や第三者からの情
報取得手続の申立てのみ行い、その後強制執行は行わな
かった場合（未払い分の支払いが完了した等）助成対象
となる？

強制執行を行わなかった場合は対象外となります。

令和6年3月31日に支払った費用は対象？

対象外です。
令和7年4月1日以後に支払った費用のみ対象です。
（同日以後に強制執行の申立てが決定している場合
に限る）
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よくあるご質問

申請書類は原本を提出しなければならない？

コピーでの提出で問題ございません。

交付決定を受ける前に申請内容に誤りが
あったことに気づいた場合はどのように
すればよいか。

子ども家庭課（03-5432-2569）へお問合せ下さい。

領収書をなくしてしまった場合、その金額
分を申請可能？

出来ません。
その金額を支払った根拠資料として必要です。
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法テラスの立替金の猶予となった場合は、
申請可能？

猶予が申請前に終了して入れば可能です。申請にあ
たっては、申請時点において「猶予になっていない
こと」、「法テラス立替金の支払いが開始している
こと」が必要です。



よくあるご質問

法テラスの免除申請をしている間は
申請可能？

申請できません。
審査の結果免除対象外となった場合は、子ども家庭
課（03-5432-2569）へお問合せ下さい。
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